






























れば。出願に関する部分は私たちがしっかり固めます。

そのように戦略的パートナー関係を築ければ」と、赤

堀弁理士が言えば、「私たちの106年の歴史を信頼し

ていただき、企業の国際戦略のハブとしてお使いいた

だきたいですね」と山本弁理士も応じる。

「特許事務所という組織体でも、結局は個々の人間

力で仕事をしていると考えています。知財だけではな

く経済の流れの中で特許を考え、いかにお客様にご満

足いただけるかを考え続ける、それがこれからの弁理

士に求められる要件だと思います」と河野弁理士はイ

ンタビューを締めくくった。

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁理士15名、弁護士2名（2016年11月現在）

◆沿革 
1910年創業、2013年に事務所名を「特許業務法人
スズエ国際特許事務所」に改称

◆過去の主要案件 
知的財産権（特許・実用新案・意匠・商標及び不正
競争防止法・著作権等）に関する国内外の権利取得
手続／国内外の知的財産権に関する各種調査（侵害
予防調査、無効資料調査等）／知的財産権に関する
審判（無効審判、取消審判、訂正審判、異議申立）
及び訴訟（侵害排除、損害賠償請求訴訟等）／知的
財産権に関する鑑定、管理、仲裁、契約の代理

◆主な著書・論文 
『技術者のための特許・意匠・商標解説』（日本工業
新聞社、1982年）
『アメリカ特許の実務』（発明協会、2000年）
『アメリカ特許の実務〈改訂版〉』（発明協会、2003年）

代表社員弁理士
河野　哲

判断までできる特許調査が
弁理士のメリット

　これらの高い業務水準は、特許調査の質に担保され

ている。赤堀弁理士は、その前提となる弁理士の資質

について「クライアントの商品を技術的に深く理解す

ることがポイント」だと指摘する。「クリアランス調

査において、技術の理解は、検索でヒットした数千件

の特許の中から抵触する蓋然性が高いものを正確に見

つけ出す力に直結します」。また特許無効化調査にお

いては、単に調査結果を提示して判断はクライアント

に任せるのではなく、弁理士自身が特許を精査した上

で引例調査をして進歩性や新規性を判断し鑑定書とし

てクライアントに提出する、すなわち責任を持った

「判断」ができることを強みとしている。さらに「パ

テントマップなどのツールを駆使して、特許が出願さ

れていない『穴』を見つけ、特許戦略の方向性として

クライアントに示すことができます」。

　このような調査能力・判断能力は明細書作成におい

ても有力な武器となる。クライアントは自社の製品に

ついて深い知識がある。これを「タテ」とすると、弁

理士は逆に他社の特許を含めて全体を俯瞰して「ヨコ」

に見ることができる。「両方を踏まえて明細書の文言

に反映しています。『グローバルな観点で見てくれて

助かる』と評価していただけます」。

自社システムとTotalPatent
相乗効果で確実かつ深い業務を

　このような弁理士業務を支えるために、スズエ国際

特許事務所では、出願期限管理や業務管理システムを

独自に開発・運用している。４人の専属ＳＥが常駐し、

サーバを社内に置いて自社開発・自社運用を行う徹底

ぶりだ。わが国だけでなく、世界の特許関係法令の改

正もすぐ反映されるので、世界の特許出願管理にも力

を発揮している。「この仕事は、確実に出願を終える

ということがなにより大切なのです。ミスの出方を分

析し、システムに反映させることでほとんどミスはな

くなっています」と、河野弁理士。

　さらに、出願・特許調査には、レクシスネクシスの

世界最大級の特許データベース「TotalPatent」が

活用されている。世界100か国の特許・実用新案情報

を収録し、うち32か国は全文テキストを収録。しかも、

今注目の中国・ロシア・ブラジル・インドを含んで

おり、新興国における調査に大変便利だ。さらに米

国については、特許訴訟に関する履歴や、訴訟の書

面の取り寄せまで可能であり、赤堀弁理士は「無効

化資料のヒット率が最も高いデータベース」と評価

する。「最も便利なのは、中国語、韓国語、ロシア語

や日本語など非英語原語について、原文に加えて英語

の全文が付いているため、英語の検索式で全てを串刺

しにでき、漏れのない検索を実現しているのは大きな

メリットです」。

　さらにTotalPatentでは、特許公報が検索可能なPDF

ファイルとして収録され、さらにリンクが張られてい

るため、公報の引用個所に容易にアクセス可能という

機能がある。「特許性否定の論理構築の作業で最も重要

なことは、『思考を停止させない』ということです。公

報データをそれぞれの国のサイトに取りに行かねばな

らないとなると、効率が落ちてしまうのです。この点、

非常に大きなメリットを感じています」。カスタマーサ

ポートが充実しているのも赤堀弁理士がTotal Patent

を評価する点だ。「質問すると、必ず当日のうちに答え

が返ってきます。これは、競合するデータベースのサ

ポートに比べて断然良いサービスです」。

「人間力」がグローバル時代の
弁理士の要件

　このような、スズエ国際特許事務所の確かな調査能

力と豊富な海外ネットワークのメリットは、直接のフ

ィードバックのみならず、ニューズレターという形で

も顧客に届けられる。

　企業の知財部門では特許のクリアランスや侵害調査

を日常的に抱えていることが常だが、「そこは弁理士

にアウトソーシングすることで、より戦略化を図って

ほしい」というのが、スズエ国際特許事務所のメッセ

ージだ。「知財部門の方々には、特許のクリアランス

やチェックよりも事業展開や発明の発掘など『未来の

事業』に、本気で力を発揮されるようにしていただけ

法務統括弁理士
赤堀　孝

法務統括補佐弁理士
坂井　慎

法務統括補佐弁理士
山本雄介
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海外企業の厳しい要望に応え続けて
きた実績を国内企業にも提供

海外企業が日本の代理人に求めてくるものは“特許”

という名の、“ビジネスツールの創造”だった。「日本

企業の特許出願は、それが権利化されることよりも、

まず出願することに主眼が置かれていた時代がありま

した。しかし、我々の主要なクライアントである海外

企業は常に“出願するからには必ず特許を取得する、

取った権利は行使する、そのために依頼している”と

いう姿勢であり、権利化できないことや、権利行使に

適さない狭い権利を取ることは許されませんでした。

“受任したからには必ず最大限に広い権利を特許化す

る”ということを常に意識しながらクライアントの要

望に応えてきた経験は、わが国の企業が海外で特許を

取得し事業を展開していく際にも役立つはずであると

考えています」。園田・小林特許業務法人の代表パー

トナーを務める園田吉隆弁理士は、海外企業とのこれ

までのやり取りを振り返る。

近年、国内企業を主要なクライアントとして日々の

業務に取り組む冨樫義孝弁理士も「数か国の企業が関

係する、不正競争防止法に係る侵害訴訟も絡めた特許

権侵害訴訟などの経験を通じて、グローバルにも通用

するスピードと、判断力が培われました。当事務所に

所でのやりがいをこのように話す。

同事務所では、どのような案件であっても必ず、発

明を技術的に真に理解した上で、取り組むことを第一

としている。さまざまな分野を一人の弁理士に担当さ

せる特許事務所が多い中で、各弁理士が専門性の高い

技術的分野の案件を取り扱うように担当を決めており、

該当分野に専門知識のある弁理士がいない場合には依

頼を断ることもあるという。

　また、在籍する弁理士や技術者の全員が、法律と技

術の議論に十分なレベルで英語を使いこなす。

「日常会話ではなく法律と技術の分野で、些細な言

い間違いすら許されない環境にあって、それに対応す

るレベルで英語を使える“技術者”は希少な存在です。

一般的な特許事務所では、いわゆる“外内”と“内外”、

“内内”の担当者は別々です。内内の案件であれば英語

力は必要ないので、英語力があるのなら外内や内外の

案件を担当するのが普通でしょう。しかし、当事務所

に英語ができない弁理士はいません。国内クライアン

ト対応と、海外への出願業務を段階によって分ける必

要もなく、案件を一番把握している人間が一人で最後

まで担当するのは当たり前のことであるとも言えま

す」。藤井亮弁理士はこのように語る。

　同事務所では、国内発の発明について国内・海外で

権利化を目指す際、同一の技術者が国内外の権利化を

一貫して担当する「一貫担当制」を敷いている。明細

書を起案した時点からその発明と背景を熟知した技術

者が国内外の権利化にあたることができるなどの強み

があるものの、弁理士や技術者には、国内だけでなく

海外での権利化を熟知していなければならないという

負担がかかる。多くの強みがあるにも関わらず一般に

ご依頼をいただいている国内クライアントからは“こ

れまで依頼してきた特許事務所とはひと味もふた味も

違う”という感想をいただいています」と語る。

技術力と英語力

スピード、分析力そして結果を重視する海外のクラ

イアントの要望に応え続けることができたのはひとえ

に人材である。同事務所では、外国で仕事をした経験、

外資系企業に在籍した経験を重視するとともに、国内

外の大学院で博士号を取得した人材を数多く採用して

いる。

「弁理士の多くが博士号を取得しています。博士号

を取得したという事実が直接、業務に役立つというわ

けではありませんが、当事務所がいかに技術面での能

力を重視しているかがわかるかと思います。我々が

日々接するクライアントは第一線で研究に心血を注ぐ

研究者です。研究者に、ストレスを感じることなく技

術的主張をしていただくには、我々にも相応の知識と

理解力が求められます。研究者は弁理士に対し、往々

にして“自身の技術を正しく理解するだけの基礎知識

がない”という不満を持っています。博士号を取得し、

第一線の研究者でもあった経験を持つ当事務所の弁理

士たちは、その不満を解消したいと常に考えていま

す」。博士（薬学）である石岡利康弁理士は、同事務

はあまり採用されていない一貫担当制は、全ての弁理

士や技術者が当然のように海外の事情に通じているか

らこそ可能な対応である。

ビジネス文化を熟知した上での
海外情報の提供

日本人スタッフの海外事情の習熟度の高さに加え、

外国人スタッフの日本のビジネス文化に対する理解度

も高い。同事務所には現在、9つの国籍を持ち、日本

語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、

ウズベキスタン語という7つの言語を母国語とするス

タッフのほか、各国の弁護士や弁理士の資格を有する

スタッフが在籍する。ポール渡慶次氏はカリフォルニ

ア州弁護士、朱振霞氏は中国弁理士、ナタリー・クリ

ック氏は豪州弁護士の資格を持つ。

　「米国では民事分野での訴訟弁護士として活動して

きました。最近は化学系の案件に携わることが多いの

ですが、取り扱う技術分野は特に限定せず、さまざま

な分野の法律問題に対応できると考えています」（ポ

ール渡慶次カリフォルニア州弁護士）

　「中国国内では大手法律事務所の知財部門で勤務し

てきました。中国の知的財産制度と有機化学の知識を

活かして、現在は中国関連業務を主に担当しています」

（朱振霞中国弁理士）

　「オーストラリアでは事務弁護士として商業訴訟の

分野で活動してきました。英米法系の法律や西洋文化

についての知見を活かし、顧客との国際関係や事業開

発のアシストを得意としています」（ナタリー・クリ

ック豪州弁護士）

　彼らのような外国人スタッフは、もちろんその知識

園田・小林特許業務法人

〒160-0434 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル34階
TEL：03-5339-1093／FAX：03-5339-1094

 http://www.patents.jp/ja/　　  mailbox@patents.jp

園田吉隆　弁理士 冨樫義孝　弁理士 石岡利康　弁理士

藤井亮　弁理士 朱振霞　中国弁理士 ナタリー・クリック　豪州弁護士
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Data
◆所属弁護士・弁理士数
84名（うち日本弁理士17名、米国弁護士1名、中国弁理
士1名、豪州弁護士1名）（2016年11月現在）

◆沿革 
1998年3月創立

を活かし、国内外での特許出願・訴訟業務をアシスト

する業務にも関わるが、コミュニケーターとしての存

在意義がより大きいという。海外企業に対しては日本

国内の事情、国内企業に対しては海外の事情を、それ

ぞれの母国の法律に照らして、母国語で説明するよう

心がける。国際性とは、他国の文化を理解した上で自

国を再認識し、その認識に基づいて行動できることだ

と考えている。海外の特許事務所や代理人と協働する

機会も多いが、出願依頼を交換することで相互に依存

する関係ではなく、専門家としての信頼性に基づく独

立した友好関係を築いており、さらには、各案件の事

情、例えば「この分野で最も信頼できる代理人」「予

算の範囲の権利化」「日本語対応を希望」「特許査定率

を重視」「広い権利を重視」といった、クライアント

それぞれに応じた最適な代理人を選択できるのも、相

互依存しない関係によるものである。

弁理士が自身の役割に注力するために

弁理士の仕事は技術と法律の知識を活かすこと、外

国人スタッフの仕事は技術／法律に関する知識ととも

に海外情勢に関する知識を活かすこと。役割分担を明

確にすることで一人ひとりが最高のパフォーマンスを

発揮し、それが事務所全体のクオリティの向上につな

がるが、それらを統合するのが栩野有美子氏とニコー

ル・ビグラー氏の仕事である。

「弁理士が担当する業務は、ひと言で言えば特許庁

に提出する書類を作成することですが、事務手続であ

ったり翻訳であったり、それに付随する業務が大量に

あります。ただ、それらは必ずしも技術に関して豊富

な知識を持つ弁理士が担当しなければならない業務で

はなく、必ずしも弁理士が得意な仕事でもありません。

弁理士でなければできない業務、得意な業務に、弁理

士たちがいかに集中できるかを考え、それを実現でき

る環境を整えることに気を配っています」（栩野氏）

「特許に関する業務は1日、数時間の差が大きく物を

言うため、期限に対する間違いなどは絶対に許されま

せん。また、法改正に伴う些細なニュアンスの変更な

ども正確に伝える必要があります。私はスイスの大手

投資銀行でのマネジメント業務などを経験し、日本語

と英語に加え、ドイツ語、フランス語を理解していま

す。海外のクライアントが日本でビジネスを進める際

はもちろん、国内企業が海外でビジネスを展開する際

にも、コミュニケーションによる問題を最小限に抑え

ることが私の仕事です」（ビグラー氏）

各国での“園田・小林”クオリティの提供

グローバル化が進展する中で、特許戦略においても

新たな動きが起きている。日本企業は国内での日本企

業との競争を中心に特許戦略を考えてきたが、生産や

研究開発の場を海外、特に新興国へ移すことによって

外地での外国企業との競争に留意する必要が生じてき

ている。こうした背景を踏まえ、これまで特許出願件

数の上位を占めてきた日本及び米国、欧州に加え、ア

ジア各国での特許取得がウェイトを増しているが、今

なお、日本は先進的な特許制度を有する点で、アジア

において主導的な地位にある。日本、そして日本企業

は、環境が変わっていく中でこの主導的な立場を利用

していかなければならない。

「我々が新興国における特許出願手続などのハブと

しての役割を担っていきたいと考えています。新興国

の特許事務所などの仕事の信頼感は、我々の基準と比

較して十分ではないという意見を従来のクライアント

から受けています。そこで、我々がこれまで蓄積して

きた手法、仕事の質に対する考え方を、提携している

さまざまな国の特許事務所にも理解してもらい、我々

が自信を持って代理してもらえる環境づくりを進めて

います。これは見方を変えれば、それまで現地の慣習

に則って業務を進めてきた現地の特許事務所などに対

し、我々の価値観を押し付けることでもあります。し

かし、何よりも質を重視することにこだわり続けてき

た結果、国内外を問わずクライアントの信頼を勝ち得

てきた実績がありますし、提携している現地の特許事

務所などと信頼関係を築いてきたため、彼らも賛同し

てくれています。我々に依頼していただければ、どの

国での手続においても“園田・小林”クオリティを提供

できる体制を整えています」（園田弁理士）

「また、我々がクライアントの知財部そのものとな

る“IPアウトソーシング”サービスを進めています。大

企業だけでなく、国内外の中小企業もこれからは海外

で特許を取得し、ビジネスを拡大していかなければな

りませんが、特許を取得するための一連の手続を取っ

ても、国ごとに制度が大きく異なり、しかも頻繁に制

度が改正されますので、多くの出願人にとっては各国

制度に応じた管理が大きな負担になるというのが実情

です。そこで、今までは各社が社内で行っていた管理

業務を我々が代理することで、依頼者には、あらゆる

国での特許取得をあたかも一つの国での手続のように、

同一の品質で実現するサービスを提供したいと考えて

います。既に海外の企業からも問い合わせを受けてお

り、具体的に動き始めています」（ビグラー氏）

ポール渡慶次　カリフォルニア州弁護士 栩野有美子 ニコール・ビグラー
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Profile
園田吉隆　弁理士
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了（工学博士）。非線形
系における非定常振動問題の研究で東京大学から博士号取得。博士号取得後、
フランス原子力庁原子力研究所、日立製作所原子力開発部の研究者を経て
1987年より知的財産の分野に。電気・機械分野の発明を担当。企業秘密及びラ
イセンシング交渉及び訴訟も数多く手がける。国内外で多くのセミナーを提供。
冨樫義孝　弁理士
東京理科大学工学部電気工学科卒業。 大手日系非鉄金属メーカーでフレキシ
ブルプリント基板の開発設計、大手外資系半導体メーカーで半導体の技術営
業を経て2004年に知財業界に入り、2009年より弁理士。多くの特許出願業
務を担当し、現在では、侵害訴訟や不正競争防止法における訴訟などにも活躍
の場を広げている。第一種電気通信主任技術者。
石岡利康　弁理士・薬剤師
東京大学大学院薬学系研究科生命薬学専攻博士課程修了。博士（薬学）。修
士課程では医薬化学・有機化学、博士課程では分子生物学・細胞生物学・生化
学を専攻。博士課程修了後、東京大学分子細胞生物学研究所細胞増殖研究分
野で研究に従事。2006年に同事務所に入所以来、薬学に関する幅広い知識に
より、世界的な大企業を含む国内外企業の特許出願、無効審判・訴訟、鑑定、特
許調査、パテントマップ作成、ライセンス交渉など多方面を担当。 特許権存続期
間の延長登録に関する豊富な経験・知識を有する。
藤井亮　弁理士
東京大学理学系研究科物理学専攻修了。博士（理学）。専攻は理論物理、数
値計算。国内外の研究所等にてポスドク研究員を経て、情報系ベンチャー企業
にて製造業向けシステム・ソフト開発等に携わる。専門は物理、機械、情報処理。
朱振霞　中国弁理士
中国北京市出身。お茶の水女子大学大学院博士課程修了。博士（理学）。大
学卒業後に来日。お茶の水女子大学で博士号を取得後、東海大学において研
究員として勤務。専門分野は理論化学及び計算化学。その後、北京の中国大
手法律事務所の知財部門において勤務。中国知財制度に精通。同事務所で
は、中国関連業務を担当。
ナタリー・クリック　豪州弁護士
クイーンズランド工科大法律実務修士。豪州クイーンズランド工科大学で法律
及び環境科学の学位を取得。豪州では事務弁護士として商業訴訟の分野で活
躍。 法律や西洋文化についての知見を活かし、顧客との国際関係や事業開発
を得意とする。欧州、米国、日本間における知的財産の比較法にも詳しい。
ポール渡慶次　カリフォルニア州弁護士
カリフォルニア大学バークレー校、ハーバード大学ロー・スクール卒業（J.D）。米国で
は民事訴訟弁護士として活躍。現在もカリフォルニア州での法曹活動を許されてい
る。終局的審理前の申立から実際の審理に至るまで、州立裁判所、連邦裁判所の
両方における訴訟で成果を挙げた実績を持つ。米国での訴訟を抱える日本顧客に
助言を行ってきた豊富な経験を活かし、国境を越える課題の克服をアシストする。
栩野有美子
上智大学外国語学部英語学科卒業。在学中、California State Univ. 
Fresnoに留学。英語講師、翻訳者などを経て、当事務所入所。
ニコール・ビグラー
チューリッヒ大学（スイス）文学部東洋学科日本学部・金融歴史学部卒業。卒業
後、スイスの大手投資銀行にてマネジメント補佐業務に従事。2013年に同事
務所に入所。ドイツ語、英語、日本語、フランス語に堪能。

ハブサービスの提供国（地域）



志の高い企業とともに歩む

「技術力を活かしてこれからさらに成長していこう、

国内産業を盛り上げていこうとする高邁な志のある中

堅企業や中小企業を、知的財産の面から支援していき

たいと考えています」と特許業務法人エビス国際特許

事務所で多くの特許出願などに携わる弁理士たちは口

を揃える。

　技術開発に相応の投資をして、新性能や高品質を追

い求めている中堅企業や中小企業は多いが、その結果

として生まれた知的財産を事業の発展にうまく活用す

る術を知らない企業は少なくないという。「どのように

特許出願すればよいのかわからない、という相談を多

く受けます。当事務所には企業の知財部出身者が数多

く在席しており、各企業の事業が置かれた状況に応じ、

その事業の発展に資する形での知財権の獲得や活用に

ついて、さまざまな提案が可能です。出願を前提とす

るだけでなく、出願せずに企業秘密として保持し続け

　企業や大学の国内での支援だけでなく、国内企業が

海外で事業を展開する際の支援にも力を入れている。

特に中国市場におけるサポート実績が豊富で、中国の

特許弁理士や中国知識産権局の元審査官をはじめとす

る中華系スタッフが20年以上前から在籍しており、現

在では所員の一割を中華系スタッフが占めるという。

「中国や台湾の知財事務所と良好な関係を築く中で、

中国や台湾の企業の案件をネイティブ同士で確実に意

思疎通し、言葉の違いによる権利解釈の相違を生じさ

せることなく、企業が求める確かな権利を取得してき

ました。また、現地企業が現地の知財事務所などを通

さずに、直接依頼してくることも多く、その際にも中

華系スタッフが活躍しています」。中国市場での案件

を多く扱う山下幸彦弁理士は、充実した支援体制を自

負する。

　さらに、中国で横行している模倣品の調査事業を立

ち上げた。「企業が本来得るべき利益が模倣品によっ

て失われている状況は企業にとって深刻な問題です。

大企業は以前から模倣品への対策を講じていますが、

中小企業は人的・費用的にもそこまで手が回りにくく、

ノウハウもありません。模倣品による被害の実情を把

握したいという強い要望を受け、数年の準備期間を経

てスタートさせました。このビジネスは、模倣品の出

所と疑われる企業や工場について、その実態調査を現

地の協力者を通じて行うものです。的確な情報を収集

するにあたって、現地スタッフは我々を信頼し、我々

も現地スタッフを信頼しているからこそ成り立つビジ

ネスと言えます。権利取得だけでなく、取得後にクラ

イアントが中国での利益を確保するところまで支援し

ています」（山下弁理士）。

見過ごされがちな発明を発掘

クライアントの依頼に応じ、知財部員として出向し

てサポートしたり、一から知財部の立ち上げに携わっ

たりすることも少なくない。「技術者から直接、話を聞

き、発明の発掘を行うこともあります。技術者はその

分野に精通しているため、“こんなことは既に誰かが開

発しているだろう”と自身の成果を過小評価してしまう

ことが少なくありませんが、第三者の目で見ると特許

を取得できる可能性が高いものがあります。特許とい

るといった柔軟な判断ができるのも、企業を経験して

きたからこそだと思います」。企業での開発者としての

経験を持つ八木健一弁理士はこのように語る。

　また、企業だけでなく大学の研究開発に対する知的

財産面からの支援にも注力する。「現在、海外の大学が

保有する特許技術に関わる産業の標準規格会議に参加

し、当該特許技術の国際規格への採用に向けた取り組

みを進めています。また、国内の大学が主導する新し

い産業の振興を目指す産学連携プロジェクトに関与し、

知財の側面からの支援活動を行っており、当事務所の

所員が大学に教授として出向するなど、腰を据えて携

わっています。国内産業が停滞気味の今、大学を核と

して産業界と一緒に新しい産業を生み出す、大学の基

礎研究を産業に結びつける、そこを目的としてプロジ

ェクトに参加する企業との橋渡しをしています」（八木

弁理士）。

長年にわたる中国市場での実績

うと、大発明でなければならないように思われがちで

すが、ちょっとした工夫でも取得することができ、そ

れが多大な利益を生み出す可能性もあります。大企業

の最先端の発明にも刺激を受けますが、中小企業の地

道な発明を発掘し、利益につなげていくところにやり

がいを感じています」。企業の知財部に在籍していた経

験を持つ赤羽崇弁理士は、企業目線を常に意識する。

「明細書作成講座や技術部門への特許に対する啓蒙

など、社員研修を行ったりもしています。さらに、企

業の知財部に赴き、発明相談会を開くこともあります。

開発者の主たる仕事は開発することであり、出願に伴

う発明提案書の用意などは開発者にとって大きな負担

になり得ます。そこで“こういうことを考えた”とひと言

伝えてもらうだけで、出願のための提案資料を揃える

といった支援も行っています。特許や商標は目に見え

るものではなく、知財部の業務も理解されにくいもの

です。技術者の成果をどのように経営層にアピールす

るか、それに伴う知財部の役割をどのように経営層に

伝えていくか、自身の経験に基づくアドバイスを心が

けています」（赤羽弁理士）。

利益をもたらしてこその特許

八木弁理士、山下弁理士、赤羽弁理士ともに、取得し

た特許をどのように活かすかを常に念頭に置く。

「弊所の弁理士は、皆、取得した特許が企業にどれだ

けの利益をもたらすかを強く意識しています。特許は取

得することが目的ではなく、それをどのように事業に活

かしていくかが重要です。本当に役に立つ発明を発掘し、

権利化しなければなりません。また、当事務所は開所か

ら56年が過ぎ、日本の特許庁の厳しい審査を経験した上

での実績を蓄積しています。不利な戦いを強いられるこ

とが少なくない海外での事業においても、この経験を活

かし、知財面からクライアントをサポートしていきたい

と考えています」

特許業務法人エビス国際特許事務所

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー22階
TEL：03-5436-4858／FAX：03-5436-4851

 http://ebisu-pat.com/　　  info@ebisu-pat.or.jp

Data
◆所属弁護士・弁理士数
41名（うち弁理士7名、中国弁理士1名）（2016年11月現在）

◆沿革 
1960年9月に小橋特許事務所として設立し、2005年5月
に法人化
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国外での事業展開を強力にサポート
「多くの日本企業は現在、世界各国で事業展開してい

ます。知的財産権についても、日本での取得だけでは

十分でなく、世界各国で取得して初めて意味がありま

す。当事務所に寄せられる相談や依頼も国外での権利

取得に関するものが増加しており、各企業はこれまで

以上に国外に目を向けてきていると感じています」―

―坂本国際特許事務所の所長である坂本智弘弁理士は

このように語る。特許出願件数において大勢を占めて

いた米国と欧州、日本の3国に近年、中国と韓国が加わ

ってトップグループを形成していることを意識し、中

国と韓国の弁理士を所内に在籍させている。「日本企業

の知財担当の中にあって、英語を理解されている方は

多いのですが、中国語や韓国語の素養を持った方は少

ないと思います。そのようなとき、日本にいながら、

日本語で中国や韓国での特許出願についてアドバイス

を提供できることは、クライアントに安心感を与えら

れます。国外で不利な戦いを強いられることが少なく

ない中で、クライアントがより強力に国外で事業展開

するためのアドバイスを常に念頭に置いています」。

手続だけでなく調査にも注力
　知的財産権の分野において、もちろん権利の取得が

重要であるが、他社の動向を把握し、いち早く権利侵

分ではない企業も多く、自社製品が模倣されるケース

が多く見られます。このため、大企業より中小企業の

方が模倣被害に遭いやすく、積極的に権利行使する必

要があるのです。当事務所の中小企業のクライアント

は特に権利行使している傾向にあります」。

中国と韓国の弁理士が在籍
　同事務所は、日本企業の国外での事業展開に力を入

れているが、中国での事業展開に特に注意を促す。

「中国は国を挙げて知的財産権の取得を支援していま

す。知的財産権を取得すると助成金を得られるため、

中国の企業は積極的に取得します。すでに特許が取得

されていることを知らずに中国に進出し、特許侵害で

訴えられる例も珍しくありません。また、訴訟になっ

た際、どうしても中国の地元企業が有利になりがちで

す。中国の状況にはかなり注意を払わなければなりま

せん」（大石弁理士）。

「当事務所に中国弁理士が在籍していることによって、

中国語で発信された情報を見逃すことなく、把握する

ことができます。また、現地での手続など、提携して

いる代理人に依頼することもありますが、その場合で

も所内で案を磨いた上で代理人に依頼しています。代

理人とやり取りをしながら方針を決めて依頼するより

も、どのような方針で進めるべきか、という段階から

所内で方針を固めてから代理人に依頼する方が、クラ

イアントの考えを代理人に正確に伝えることができま

す」（渡辺弁理士）。

　もちろん、これらの5か国以外での事業展開にも力を

入れている。宮本陽子弁理士は、東南アジア各国での

商標出願を多く担当している。「マレーシアやシンガポ

ール、タイ、ベトナムなどに興味を持っている中小企

害への対策を講じることが重要でもある。同事務所に

は特許庁審査官を経験した弁理士が多く在籍し、同庁

と同水準での特許調査に加え、高品質の侵害調査など

も実施しているという。大石敏弘弁理士も、特許庁で

の実務経験を積み、同事務所で職務にあたっている。

「出願などの手続部門だけでなく、調査部門が充実し

ていることも当事務所の特徴の一つです。各企業の

方々は通常、調査を専門に扱う業者に特許に関する調

査を依頼し、その結果を持って特許事務所や法律事務

所に相談に訪れることが多いのですが、実際の手続を

想定した調査となっていないことも多く、後の手続で

証拠不足になることも少なくありません。当事務所で

は、実際に手続を行う観点から調査を実施しています

し、異議申立や無効審判の手続の段階になった後でも

補足調査等も実施するなど、調査からその後の手続ま

で、一貫してクライアントの要望に応えることができ

ます」。

　大企業だけでなく、中小企業の案件も多く担当する

渡辺浩司弁理士は、中小企業の知的財産権に対する意

識の高まりを感じているという。「ここ数年、アップ

ルとサムスンの争いなど、知的財産権をめぐる報道が

目立つようになり、これらを見て特許に対する中小企

業の意識が変わってきています。当事務所に寄せられ

る相談や依頼も、出願から権利行使まで至っています。

中小企業の中には知的財産権の保護のための体制が十

業が増えていると感じています。新たに開発するとい

うのではなく、日本で販売したところ人気が出たので

それをそのまま持っていく、というケースが多いので

すが、周知とまではなっていなくとも日本で名が知ら

れてきているものは既に権利取得されていることも少

なくないので注意が必要です」。

特許庁経験者だからこそ
身についた視点
また、特許庁で経験を積んだ弁理士が多く、しかも実

務に直接携わっていることが大きな特徴となっている。

「特許庁経験者が在籍している特許事務所は少なく

ありませんが、当事務所の特許庁経験者は全員、実務

を担当しています。事務所に所属する特許庁経験者は

管理職として所属し、実務に携わらない方もいますが、

当事務所では特許庁の経験を活かした実務者として多

くの特許庁経験者が在籍しています。このため、特許

庁からの拒絶文面は簡単にしか記載されていないこと

が多いのですが、自分自身が審査官として審査してい

た経験から“この審査官はたぶん、このようなことを

考えたのだろう”とすぐに思い浮かびます。クライア

ントの希望をよく聞いた上で、特許庁にこちら側の意

図をうまく伝え、特許庁からの意図をうまく受け取り、

クライアントが望んでいた以上のサービスの提供を常

に意識しています」（坂本弁理士）。

坂本国際特許事務所

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-13 大和屋ビル
TEL：03-5919-3041（代表）／FAX：03-5919-3042

 http://www.sakamotopat.com/　　  tsakamoto@sakamotopat.com

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁理士16名（2016年11月現在）

◆沿革 
2006年開設、特許調査会社と特許事務所での勤務経
験を活かし、特許調査から、権利化、係争対応までワン
ストップでサービスを提供している。

坂本智弘　所長／弁理士 大石敏弘  所長代理／弁理士 渡辺浩司  所長代理／弁理士 宮本陽子  弁理士
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特許出願を熟知した
審査官・審判官経験者が在籍

武和国際特許事務所は、特許庁審判長であった武顕

次郎氏が1974年に開設した事務所を前身とし、2005

年に発足。以来、特許庁審査官や審判官、裁判所調査

官を歴任した弁理士が中心となり、多くの国内出願案

件、国際出願案件、審判・裁判事件を手がけている。

　得意とする分野は電気・電子・情報処理・画像処

理・メカトロニクス等。さらに、現所長である篁悟弁

理士の就任以降は、企業出身者やデザイナー出身者等

の多彩な経歴を有する弁理士が加わり、芸能関係、地

方自治体等の商標権、著作権分野にも力を入れている。

　製造メーカーの元エンジニアでアミューズメント企

業の知財部での経験もある垣内順一郎弁理士は、主に

大手製造企業等の特許を扱う。

「私は機械系ですが、ソフトウェア関連でもチーム

で動くことがあります。インフラ分野やAI技術が進

む建設機械分野も主力であり、最先端技術の権利化に

取り組んでいます」（垣内弁理士）。

　権利化以外にも、発明発掘会議、開発部向けの明細

書作成講座や法改正説明会等の社員研修、権利活用、

等での支援員として、中小企業の知財活用を支援し

ている。さまざまな経歴の弁理士と協力し、より厚

い支援ができているという。

「最近では地域ブランドに関する相談も増え、群馬

県が実施する6次産業化プランナー推進において、ブ

ランディングや商品デザイン等の知財活用プランを提

案しています。また群馬県下の市町村におけるイメー

ジキャラクター選考会に審査員として参加し、選考後

の契約書や利用許諾書の作成、着ぐるみ制作に至るま

で総合的なアドバイスを行っています」（服部弁理士）。

　取扱製品やサービスによって、中小企業における知

財の活用法は千差万別と言える。服部弁理士は「まず

特許とすべきか、ノウハウとすべきかなど、特許あり

きでなく、取扱製品やサービスの特性を考慮した売上

拡大につながる知財活用を提案しています」と語る。

商標においても実際の販売・サービスの形態を踏まえ

たアドバイスをしているという。

審査官、審判官との相互理解が
強い権利の獲得につながる

さらに、審査官や審判官との緊密な意思疎通を図る

ことができるのは、同事務所の大きな強みだ。

「特許庁出身者であれば審査官に向けて説得すべき

ポイントをよく理解しているため、特に審査官面接に

権利回避等といったクライアントの要望にさまざまな

形で力を貸している。

　アパレルメーカーのデザイナー出身である小牧哲也弁

理士は、デザインを守る意匠の重要性に惹かれ知財の道

に入った。芸能関係企業から相談を受けることも少なく

ない。

「芸能関係はイメージが大切な世界です。しかし企

業内で知財が浸透していないことも多く、商標権はあ

るものの権利行使ができるのかといった相談を受けま

す。ミュージシャンや著名人の名称等について適切な

保護が図られるようご提案しています」（小牧弁理士）。

　同事務所では、たとえチームでなくても気軽に話が

できる所内環境を作っている。「和気あいあいとして

おり、相談しながら方向性をまとめられる」と小牧弁

理士は話す。

中小企業の知財活用や
地域ブランドも支援

　多彩な知見を持つ弁理士がタッグを組むことで、

提供できるサービスも多様化している。その一つが

中小企業支援だ。服部秀一弁理士は、群馬県よろず

支援拠点のコーディネーター、群馬県商工会連合会

よる査定率は高いと思います」と垣内弁理士は話す。

日本国特許庁「特許行政年次報告書2008年版」では、

特許査定率の高い事務所、明細書の記載不備率及び新

規性違反率の低い事務所としても評価されている。

　また、特許法等の法改正に対しては、法改正前から

情報を集め、迅速に所内体制を整えている。2015年4月

から施行された特許異議申立制度では、その年に400件

弱申立てられたうちの約5％を同事務所が行った。本異

議申立においては3人体制のチームを組み、うち1人は

必ず特許庁出身者を置くよう構成している。こうした

特許出願における過不足ない対応が、先導的な地位を

確保する「広くて強い権利」の取得につながっている。

特許業務法人武和国際特許事務所

【東京】〒105-0003 東京都港区西新橋3-13-3 ユニゾ西新橋三丁目ビル2階
TEL：03-5776-2700／FAX：03-5776-2711

【群馬】〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町白倉61-1
TEL：0120-966-726

 http://www.take-pat.com/　　  take@take-pat.com

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁理士12名（2016年11月現在）

◆過去の主要案件
電気・電子・情報処理・画像処理関連技術での実績多
数。福島第１原発事故で稼働した国産ロボット「クイン
ス」、半導体の次世代生産システムとして注目の「ミニマル
ファブシステム」に関する特許出願など

垣内順一郎　弁理士 服部秀一　弁理士

小牧哲也　弁理士
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篁悟（代表：元特許庁審判部長、北見工業大学客員教授）
垣内順一郎（パートナー：㈱日本製鋼所にて産業機械の設計開
発、㈱オリンピアにてアミューズメントの特許出願業務歴）

服部秀一＊（パートナー：群馬県よろず支援拠点コーディネータ
ー、群馬県6次産業化サポートセンタープランナー）

久保山典子＊（㈱ＣＳＫにて知財業務・侵害訴訟・審決取消訴
訟担当歴、山口大学経済学部寄附講座講義担当歴あり）

宗像孝志（東日本電信電話㈱プロジェクトマネージャー歴）
小牧哲也（元アパレルデザイナー）
村上直哉（外国部門長）
小田木美奈子＊（富士通㈱宇宙システム部にてシステム開発歴）
植松里紗子（富士電機㈱にて計測制御システムインテグレーション歴）
影井俊次
中村和夫（元特許庁審判長、元東京高等裁判所調査官）
高見和明（顧問：元特許庁首席審判長、元世界知的所有権機
関専門官、国際弁理士連盟日本協会事務局長）

＊特定侵害訴訟代理業務付記登録

Profile



新しいスタイルの特許事務所

今年の頭に新しく開業した安高特許会計事務所。代

表の安高史朗氏は弁理士で公認会計士という異色のキ

ャリアだ。特許庁での審査業務、シンクタンクでの知

財コンサル業務、IT企業での知財部業務を経て、事

務所を開業した。

　弁理士3名体制だが、それぞれに特徴のある経歴を

持つ専門家が揃っている。熊谷大介弁理士は、大手の

特許事務所を歴任した後、同事務所に参画。北畠健二

弁理士は、キヤノンで長年の開発経験を経て、知財部

に異動して弁理士資格を取得した後に同事務所に参画

している。

　「特許庁や知財コンサルを経験してきた私に、事務

所業務を知り尽くした熊谷と、開発と知財部の両方を

経験してきた北畠が加わることで、さまざまな観点か

らアドバイスをすることができる。まだ小規模ですが、

良いバランスのスペシャリスト集団になっていると思

います」（安高弁理士・公認会計士）。

　出願業務以外に、知財の価値評価や各種調査・コン

サル案件に強みがある点も、同事務所の特徴だ。また、

クライアントはIT系のスタートアップが多い。

　「出願代理業務を淡々と受けるだけでは面白くあり

ません。クライアントの経営判断・知財戦略にコミッ

トし、しっかりと口出しをして一緒に考えていくパー

トナーになりたい。特にスタートアップの領域で、知

財による事業貢献の実績を作り上げていきたいと思い

ます」（安高弁理士・公認会計士）。

　新しいスタイルの特許事務所に期待がされる。

弁理士求人中

業務の拡大に伴い、弁理士を求人中です。最
新のIT系技術動向（Webサービス・アプリや、
AI・IoTなど）に詳しく、スタートアップ企業と
共に自主的に楽しく働くことのできる弁理士さ
んを探しています。

安高特許会計事務所
 http://ataka-ipf.jp/　　  info@ataka-ipf.jp

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 812A
TEL：03-4405-9173（代表）

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁理士３名（2016年11月現在）

◆沿革 
2016年1月開設

創造から活用まで
あらゆる知的財産をトータルにサポート

特許事務所で13年間経験を積んだ代表の前川直輝弁

理士と、劇団四季やオリエンタルランド勤務という稀

に見る経歴を持つ関聡太郎弁理士の両名が2016年4月

に立ち上げた前川知的財産事務所。名称を “知的財産

事務所”と掲げたのには、企業の知的財産を戦略的・

トータルにサポートしていくという思いが込められて

いる。

　「出願だけでなく、知財の創造から権利化、その先

の活用という知財サイクル全体をフォローしていきた

いと思っています」（前川弁理士）。

　関弁理士のエンターテイメント業界における知見や、

過去に音楽イベント制作会社で国際契約を扱った経験

から、著作権分野にも力を入れている。

　「現場の制作過程を把握しているため、先を見通し

た迅速な対応ができ、後々複数ジャンルにまたがって

成り立つ事業展開を整えるのにも活きてくると思って

います」（関弁理士）。

　例えば新商品の技術を特許で守り、そのプロモーシ

ョンでキャラクター展開をして商標、意匠、著作権を

駆使してブランド力を向上させるなど、“事業で勝つ

ための知財戦略”をクライアントと共に作ることを目

指している。

開業から間もないものの、既に一部上場企業から中

小企業までを取引先に持ち、一般向けや社内の知財研

修にも取り組んでいる。ゆくゆくはグローバルな展開

も視野に入れている。そこで将来の戦力として期待さ

れるのは、台湾出身で両名と同じ社会人大学院の知財

プロフェッショナルコース出身であり、知財アナリス

ト（コンテンツ）の葉立三氏。取捨選択して権利化す

る重要性を企業での研究開発時代に身を以て感じ、知

財の道へ進んだという。「若いメンバーですので長く

お付き合いしながらお客様と一緒に知恵を絞っていき

たい。企業の知財部の一部、参謀役のようになりたい

ですね」（前川弁理士）。

前川知的財産事務所
 http://www.maekawa-ip.com/　　  office@maekawa-ip.com

〒105-0003 東京都港区西新橋2-19-2 安形ビル3階
TEL／FAX：03-6452-8913

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁理士2名（2016年11月現在）

◆沿革 
2016年4月1日開設
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要望に応じて
柔軟なチーム編成で対応

中村合同特許法律事務所は弁理士65名、弁護士20

名を含む180名の所員を擁する大事務所だ。創立は

1914（大正３）年、102年の伝統を誇る。業務範囲は

知的財産権の取得、異議申立、無効審判、活用、そし

て、法律事務所でもあることから特許訴訟までをカバ

ーする。

　特許部門は電気・情報セクション、機械・意匠セク

ション、化学・バイオセクションに分かれ、商標セク

ションが商標出願を担当する。

　このように、特許部門の弁理士の職務分担はオー

ソドックスだが、業務の核となる弁理士は、専門性

の枠を超えてどんどん越境していかねばならない。田

中伸一郎弁護士・弁理士は、こう強調する。「技術の

複合化で、今、クライアントはどんどん業態を変え

ています。だから我々もそれに対応しなければなり

ません。弁理士は特許の権利化を担うのが本業ですが、

自分の専門分野の明細書を書くだけでは足りない。弁

応を行う。「最近、このような事例は増えています。

自動車メーカーの自動運転技術のように、技術革新が

従来の自動車技術そのものの常識を覆し、機械工学だ

けでなくＩＴ（情報技術）など新しい分野への対応が

求められるので、専門的に対応できるマンパワーをク

ライアントに提供します」と、弟子丸健弁理士は語る。

弁理士と弁護士の協働で
内容を詰めた方針が立つ

　その名の通り、法律事務所でもある中村合同特許法

律事務所は、多くの有名な訴訟事件を数々闘ったこと

で知られている。紛争に際しては弁護士と弁理士のチ

ームが組まれて対処にあたる。両者の仕事の分担は、

基本的に特許庁での無効審判や異議申立については弁

理士が、裁判所での訴訟事件は弁護士が担当するが、

無効審判や異議申立の段階から弁護士が関与し、次に

訴訟等に発展することを見越して対応する、万全の体

制を敷く。

　紛争解決の実務では弁護士がリードするものの、弁

理士との徹底した議論で方針が作られる。お互いの固

定的な職分を超え、弁理士は訴訟を理解してどんな戦

略・展開があり得るかを考え、弁護士も、問題になっ

ている技術を理解した上で、何を主張するかを考えて

いくなど、両者の役割を融合させながら対処方針を立

てていくことにしている。

　「常に紛争になったときのことを念頭に置き、出願

あるいは審判を立体的に考えていることが、権利行使、

そうでなくとも有効な権利を確保するためには重要で、

現在においてまさに求められていると考えます。技術

を含め新たな問題について、権利行使の在り方を含め

議論を重ねておくことは、新しい時代に対応すること

につながります」と田中弁護士・弁理士は語る。

豊富な人脈から
最高の海外対応を

　海外での権利獲得に抜群の対応力を見せるのも中村

合同特許法律事務所の強みだ。単に現地の代理人にバ

トンタッチする特許事務所が多い中、「クライアント

は外国と国内が半々です」と弟子丸弁理士が言う通り、

海外のメジャー企業から、わが国への特許出願などの

案件を多く受けている。弁理士たちは、外国のクライ

護士とともに訴訟等の権利行使にも対応できること

が必要です」。

　中村合同特許法律事務所では、パートナー弁理士が

クライアントマネージャーとして担当弁理士を決め、

必要に応じて専門分野に詳しい弁理士を加えたり、紛

争の絡む案件では弁護士が参加するチーム制などの対

応を行うが、基本的に担当の弁理士がその案件を一貫

して担当する。「効率だけを考えれば、ステージごと

に担当者を分けた方が合理的なのですが、さまざまな

ステージを経験して成長し、高いレベルの仕事ができ

るようになることが、今後求められる弁理士像であり、

クライアントの利益にもつながると信じます」と語る

のは山崎一夫弁理士だ。先端的技術を自ら専攻し、博

士号を持つ弁理士も若手を中心に増えており、ＡＩ技

術にも対応可能だ。

　特に昨今、IoT（モノのインターネット）化により

機械と通信など、従来の産業分野の枠を超えた開発・

発明が行われることは珍しいことではない。そこで、

バイオやＡＩなど複雑かつ総合力の求められる分野で

は技術分野を超えてチームを組むなど、より柔軟な対

アントを定期的に訪問し、要望を聞き、わが国の法改

正や実務の変更内容をプレゼンするなどのコミュニケ

ーションを取ることで理解を深め、加えて、国際会議

などで人脈を広げていくことで、外国へ特許出願する

にあたり、頼りになる代理人のチャネルを増やしている。

　「海外の特許制度は、日本の弁理士から見て見当が

つくところと、微妙に異なるところとがあります。こ

のプラクティスの違いを明らかにし、分割出願が可能

かなど、権利化の形や保護できる対象を画定し、日本

のクライアントのために整理するのは我々の役割です。

一方、権利化実務は現地の代理人に任せることがベス

トですが、最良の仕事、最良のコストパフォーマンス

をしてくれる代理人を確保し、こちらからも適宜問い

合わせ、指示する形で関与します」と弟子丸弁理士。

　「商標に関しても、各弁理士が国内案件と海外案件

を扱っているので、海外での商品あるいはサービス展

開を考えている依頼者に対しては、海外の各国の制度、

実務を考慮し、各依頼者の実情に合わせて、現地代理

人の選択、コスト面を含めて商標出願の戦略をアドバ

イスします」と井滝裕敬弁理士。

クライアント企業の立場からは、一人の弁理士が国

外の業務でも変わらず担当し、最適な海外代理人を選

べる体制が整っているので、非常に心強い味方になる

だろう。

中国・東南アジア対応
整った即応体制

　近年、特許出願のあり方は大きく変化し、それまで

の米国・欧州一辺倒から、実施国であるアジア諸国へ

の出願に流れがシフトしている。「例えば、自動車業

界が東南アジアに進出し、付随して部品メーカーも進

出する場合、現地生産する中国やアジア諸国で出願す

る場合や、日本の半導体製造装置メーカーが、装置を

製造するわが国での特許出願はせず、半導体の製造工

場が作られる中国、韓国、台湾での出願を希望するな

ど、大きく様変わりしています」と弟子丸弁理士は指

摘する。

　しかし、中国を含め、アジア諸国では、知財関係法

や特許制度がしっかり整っているわけではない。しっ

かりと権利が取れる出願の方法の確立、模倣品など侵

害への対処は急務だ。欧州の代理人からも「近いのだ

中村合同特許法律事務所

〒100-8355 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル6階
TEL：03-3211-8741（代表）
FAX：（特許）03-3214-6358/9、（商標）03-3213-8694、（法律）03-3214-6367

 http://www.nakapat.gr.jp/　　  （特許）pat@nakapat.gr.jp、（商標）tm@nakapat.gr.jp、（法律）law@nakapat.gr.jp
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Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁護士20名、弁理士65名（2016年11月現在）

◆沿革 
1914年　中松盛雄弁護士・弁理士（第９代特許局
長官）が中松特許法律事務所を開設
1963年　中松澗之助弁護士・弁理士を代表パート
ナーとするパートナー制に移行
1975年　中村稔弁護士・弁理士が代表パートナーとなる
1983年　事務所名を中村合同特許法律事務所に改称
1987年～1992年　中村稔弁護士・弁理士、松尾和
子弁護士・弁理士、大塚文昭弁理士が代表パートナ
ーとなる
1993年～1997年　大塚文昭弁理士、宍戸嘉一弁理
士、熊倉禎男弁護士・弁理士が代表パートナーとなる
1998年～2007年　熊倉禎男弁護士・弁理士が代表
パートナーとなる
2008年～2010年　辻居幸一弁護士・弁理士、小川
信夫弁理士が代表パートナーとなる
2011年～2014年　辻居幸一弁護士・弁理士、箱田 
篤弁理士、西島孝喜弁理士が代表パートナーとなる
2015年～　西島孝喜弁理士、田中伸一郎弁護士・
弁理士、弟子丸健弁理士が代表パートナーとなり、
現在に至る

◆過去の主要案件
燻し瓦製造法事件（最判平成10年4月28日）、キル
ビー事件（最判平成12年4月11日）、国際自由学園
事件（最判平成17年7月22日）、発光ダイオードモジ
ュール及び発光ダイオード光源事件（最判平成20年
7月10日）、悪路脱出具事件（東京高判平成12年4月
27日）、写ルンです事件（東京高判平成17年1月25
日）、フリバンセリン事件（知財高判平成22年1月28
日）、インターネットナンバー事件（知財高判平成22
年3月24日）、クラブハウス事件（知財高判平成22年
4月14日）、車載ナビゲーション装置特許事件（知財
高判平成23年11月30日）、カルベジロール事件（知
財高判平成23年11月30日）、チュッパチャップス事件
（知財高判平成24年2月14日）

◆主な著書・論文 
中村合同特許法律事務所編『知的財産訴訟の現在』
（有斐閣、2014年）

◆受賞歴
2015年
■Asia IP
"The 2015 Asia IP Awards, Japan, Trademarks" 受賞 
"The 2015 Asia IP Awards, Japan, Patents" 受賞 
■LEGAL 500
 "JAPAN, INTELLECTUAL PROPERTY, Independent 
local firms, TIER 1" 選出 
■Chambers and Partners
 "2015 Chambers Asia-Pacific, Asia's Leading 
Lawyers for Business, Leading Firm in Intellectual 
Property: Domestic Firms, Band 1" 選出 
■Managing Intellectual Property
"Trademark Survey 2015 - JAPAN/Domestic Firms, 
Trademark Prosecution & Trademark Contentious, 
TIER 1" 選出 
" JAPAN/Domes t i c  F i rms ,  Pa t en t  Su r v e y 
2015-Patent Prosecution & Patent Contentious, 
TIER 1" 選出
■World Trademark Review 1000
 "Japan, Firms, Gold" 選出 

パートナー弁理士　
須田洋之

代表パートナー弁護士・弁理士
田中伸一郎

パートナー弁理士　
山崎一夫

パートナー弁理士　
井滝裕敬

代表パートナー弁理士
弟子丸  健

から、中国の特許制度を教えてほしい」という要望も

寄せられるのだという。

　「中国で日本企業の商標が盗まれた場合、登録を無

効にしたり、差止をして賠償を得るところまで行くの

はなかなか難しいというのが実情です。有効な証拠と

は何か、どのような訴訟戦略を組み立てたらよいか、

信頼できる現地代理人と密に検討することが大切で

す」。井滝弁理士はこう指摘する。

　「化学分野でも、アジア諸国への出願へのシフトが

起きていますが、各国の状況は日本にいてはなかなか

わからないものです。国際会議などの機会を捉えて、

積極的に現地の事務所を訪問し、深い関係づくりをし

ていくのはクライアントのために急務だと思っていま

す」と山崎弁理士。

　模倣品の製造・販売を防ぐための商標出願も広範囲

に及ぶ仕事だ。「百数十か国くらいに出願する場合は

珍しくありません。仕事の質とリーズナブルな価格が

両立する現地事務所を選べるようになるぐらいに知っ

ておくことが必要なのです」（田中弁護士・弁理士）。

産業構造と技術の進歩
弁理士の役割はどうなる

　「私たちの仕事のやり方は、クライアントの課題、

すなわち個々の出願についての問題解決を行うのが基

本で、技術そのものについてはクライアントが一番知

っているわけです。一方、知財戦略については、例え

ば特許としてオープン化するか営業秘密としてクロー

ズドにするかどうかを決める際、『オープンにしたら

こうなる、クローズドならこう』とアドバイスするの

は私たちの役目です」と田中弁護士・弁理士は語る。

　特許事務所が、クライアントの知財戦略の伴走者と

しての役割を果たすためには、その分野の知財状況か

ら世界的レベルの企業の参入の状況、ライセンス契約

の形態からＲ&Ｄに至るまで、活きた知識が求められ

る。須田洋之弁理士は、「特許を出願した技術が、会

社にとってどのような重要性を有するかは、明細書を

見ただけではわからないことも少なくないのです」と

語る。「クライアントが思うよりもはるかに高い価値

の特許になる場合も、その逆の場合もあります」と語

る。権利化する発明を見極め、権利行使の場面を含め

てクライアントとともに考えるのが、弁理士の役割だ

というのだ。「どの国に出願すべきかも産業構造によ

って全く変わりますし、IoTを考える場合は、未来の

産業構造のあり方まで見通して特許出願をしなければ

なりません。これは、クライアントとともに学んでい

かなければならないことです」と田中弁護士・弁理士。

顧客とともに歩む
特許事務所を

　そこで中村合同特許法律事務所では、顧客との面談

を非常に重視している。それはしばしば、単なる特許

に関する相談よりも広がりを持ってくる。「化学分野

の小企業でも、アジアに進出のニーズがあります。人

材育成から関わり、パートナーが指導し、一人前にな

るまで関与することがあります。今後も高いレベルで

応えられるようにしたいと思います」（山崎弁理士）。

　「数年前から、特許グループでは『お客さんのとこ

ろへ行こう』というスローガンのもと、実際にクライ

アントを訪問しています」と須田弁理士は語る。発明

の現場を訪れて相談に乗ることで、顧客が気付かない

新たな特許出願や、知財戦略についてアドバイスしよ

うという試みだ。「クライアントを訪問した際には、

必ず発明者に同席してもらい、直接発明のポイントを

話していただきます。これがとても有効で、『つまら

ない発明』とクライアントが認識していたものが実は

『すごい発明』だったり、明細書のストーリーが変わ

ってしまうこともよくあります。書面だけでは発明の

本質が伝わらないことがあると気付かされます」と弟

子丸弁理士。

　実はこれこそが、中村合同特許法律事務所の弁理士

たちの、仕事に向かい合う核心部分だった。井滝弁理

士が「商標の仕事では、依頼者の商品の本質を知るべ

きなのはもちろんですが、実は、その商品のファンに

なることが大切なんです」と言う。「できるだけ手に

入れて、ユーザーの立場に立って使ってみようと。気

が付くと依頼者の商品で身の回りが一杯になっている

（笑）」。すかさず弟子丸弁理士が応じた。「私も、担当

している自動車会社の車に乗っています。自分が明細

書を書いた特許が製品となって機能している。それを

見るのはとても楽しいですよね」。
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専門知識や企業経験を持つ
人材が揃う

弁護士38名、弁理士27名が所属する阿部・井窪・

片山法律事務所は、「法律部門」及び「知的財産部門 

（出願グループ）」を擁している。法律部門に所属する

訴訟経験豊富な弁護士・弁理士に加え、知的財産部門

には、技術的なバックグラウンドや企業経験の豊富な

弁理士が所属している。「権利行使や訴訟を見据えた

出願をお手伝いしたり、訴訟では法律部門の弁護士と

その技術分野に強い弁理士がチームを組んで対応にあ

たっています。知的財産部門の立ち上げ当初から製薬

やライフサイエンス分野に強く、近年は電気機械分野

を専門とする弁理士も加わりましたので、どの分野で

も対応できる体制になっています」（片山英二弁護士）。

　「特許庁の審査官・審判官や、東京地裁・知財高裁

の調査官を経験した者もおりますので、無効審判や裁

判の際における特許庁や裁判所の思考・判断の傾向を

予測しながら出願や訴訟にあたることができます」（日

野直美弁理士・外国法事務弁護士）。

財産分野でバンド1の評価を受けた。加えて、国際知的財

産メディア『Managing Intellectual Property』のIP 

STARSや、『IAM Patent 1000 - The world’s leading 

patent professionals 2016』にも選出されるなど、国際的

な信頼が高まっている。

チーム体制で出願から
訴訟までをサポート

出願から訴訟まで、弁理士と弁護士の相乗効果で一

貫して対応できるチームワークの良さが、多くの企業

から声がかかる要因の一つだ。 

　「紛争対応の際には弁理士も必ずチームの一員とし

て参加しており、裁判でどのような部分が問題になる

かがわかっています。クライアントの求める出願だけ

でなく、将来の権利行使を念頭に置いて分割出願を提

案し、権利化することは、企業にとってもメリットに

なると思います」(日野弁理士・外国法事務弁護士)。

　「弁護士と弁理士では文系・理系で教育も異なりま

すので、うまくいかないという話も聞きますが、当事

務所は所員同士の仲が大変良いのも特色です。『一緒

に仕事をしていて気持ちがいい』と大抵のクライアン

トにおっしゃっていただけるのも、長く選んでいただ

けている一つの理由かと思います」（片山弁護士）。 

　また、企業経験の豊富な弁護士・弁理士が多いた 

め、ビジネスの視点から適切なアドバイスができる点

も、クライアントの満足に繋がっている。 

　クライアントへアドバイスする上で共通して心がけ 

ているのは、自分の判断を正直に伝えること。 

　「いただいた資料の範囲だけでなく、自分でできる

限り調べた結果の判断をクライアントに正しく伝える

ことに尽きるのではないでしょうか」（小林浩弁理士）。

　「『クライアントのビジネスにとって何の意味がある

のか、どんな役に立つのか』を常に意識して一生懸命

調べ、考えた結果の自分の思いを伝えることを重視し

ています。自分の判断をいうとリスクの問題が生じま

すが、リスクを取らない弁護士は意味がないですし、

クライアントも我々が考え抜いた末にどう思うのかを

知りたいのではないでしょうか」（片山弁護士）。

　製薬ビジネスでは、出願から権利行使に至るまで、 

どのタイミングでどの特許をどう使うかが重要だ。

　「日々勉強ですが、これからも研鑽を続けてクライ

　その他にも、中国留学後、中国大使館の一等書記官

として日本企業の法律相談にあたっていた弁護士や、

米国をはじめ外国企業や法律事務所で経験を積んだ弁

護士・弁理士など、多彩な人材が在籍している。

グローバルでの実績も多数

近年では、スマートフォン関連や大型医薬関連の知

財訴訟など、欧米・日本企業を問わずグローバルでの

訴訟が増加している。 

　「製薬業界でもグローバル化が進んでおり、後発医

薬品などの訴訟では一気に数か国で同時進行すること

になります。その際には諸外国の法律事務所と企業と

を結ぶ“ハブ”的な役割を担うこともあれば、逆に外国

の事務所のもとでチームの一員として取り組むことも

あります」（日野弁理士・外国法事務弁護士）。

　専門性の高いアドバイスが国外からも評価され、グロー

バルでの訴訟における実績も豊富だ。2016年度は、英国

の評価機構チェンバース&パートナーズが主催するアジア

太平洋の弁護士・法律事務所ランキングにおいて、知的

アントのお役に立てればと考えています。私は米国弁

護士の資格も、現地での活動経験もありますので、外

国法事務弁護士としてもアドバイスをしていければと

考えています」（日野弁理士・外国法事務弁護士）。

 「私は『自分がクライアントとなったときに満足でき

る法律特許事務所を作りたい』という思いで16年間知

財部門の組織づくり・運営に取り組んできましたが、

人材にも恵まれ、現時点では80%程度まで達成できて

いるように感じます。さらに『クライアントを第一に

考え、クライアントが満足するプロアクティブなアド

バイスができる出願グループを維持したい』というこ

と、そして医薬・化学分野はこれ以上ないほどに良い

体制が確立できているので、今後は電気機械の分野で

充実を図りたいと考えています」（小林弁理士）。

  法務部・知財部の社内的な影響力や地位の向上に役

立つようなアドバイスも目指していることの一つだ。

最近は法務部・知財部を希望する能力の高い人材が増

えているにも関わらず、必ずしも経営に対する影響力

が大きいとは言えない状況にある。

　「もちろん開発も営業部門も重要ですが、本当は知

財もとても大事だとトップの方に理解していただき、

外国企業のジェネラルカウンセルやチーフパテントカ

ウンセルのように、法務部長や知財部長の意見が企業

の判断を左右するような体制を後押しする、そんなお

手伝いができればと考えています」（片山弁護士）。

阿部・井窪・片山法律事務所
 http://www.aiklaw.co.jp/

〒104-0028 東京都中央区八重洲２-８-７ 福岡ビル（９階受付）
【法律部門】TEL：03-3273-2600（代表）／FAX：03-3273-2033 
【知的財産部門】TEL：03-3273-2611（代表）／FAX：03-3273-2034

Data
◆所属弁護士・弁理士数
弁護士38名、弁理士27名（2016年11月現在）

◆沿革 
1959年に銀座法律事務所として創設。1991年に
阿部・井窪・片山法律事務所に改称。2000年には
知的財産部門を設け、特許出願業務を拡充。

◆過去の主要案件
Apple v. Samsungなど多数

◆主な著書・論文 
『日米欧 重要特許裁判例－明細書の記載要件から侵
害論・損害論まで－［第2版］』（㈱エイバックズーム、
2016年）、『実務 審決取消訴訟入門［第２版］』（民
事法研究会、2014年）、『Japanese Patent Litigation 
2nd edition』（West、2012年）など多数

◆受賞歴
Chambers Global 2016／Chambers and Partners、
Chambers Asia - Pacific 2016／Chambers and
Partners、ACQ Law Awards 2016／Japan-Patents 
Lawなど
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